
令和７年度第３回高尾学校給食センター給食協議会会議録 

日 時 令和８年２月２６日（木） １５：３０～１６：０５ 

場 所 周南市立高尾学校給食センター 

出席者 小学校給食主任５名、中学校給食主任１名、センター所長、栄養教諭１名 

学校栄養職員１名、調理委託業者業務総括責任者(オブザーバー) 

1 協議会の記録（要約筆記） 

令和 7 年度第３回高尾学校給食センター給食協議会を開催し、令和 8年度１学期の給食献

立案を中心に協議を行いました。 

2 協議事項 

令和 8 年度 1 学期献立（案）について 

栄養士より、4月から 7 月までの献立案について説明を行いました。 

新年度開始にあたっては、児童生徒が新しい環境に慣れやすいよう、4月は食べやすい定

番メニューを中心とした構成としています。また、行事食や郷土料理、世界の料理、地場

産食材の活用等を通じて、食育の推進を図る内容となっています。 

主な内容は次のとおりです。 

4 月：入学進級お祝い献立の実施、地場産給食の日の設定 

5 月：端午の節句献立、世界の料理（スウェーデン料理）、地場産給食の日 

6 月：歯と口の健康週間に合わせた献立、野菜メニューコンクール受賞作品の提供、地場

産給食週間の実施、郷土料理（宮崎県）の実施 

7 月：七夕献立、各地の郷土料理（中国料理・沖縄料理等）の提供 

協議の中では、低学年に配慮した献立内容やデザート類の提供方法、誤嚥防止への配慮、

名称表記の工夫等について意見が出されました。 

これらの意見を踏まえ、一部内容を見直したうえで、令和 8年度 1 学期献立（案）は承認

されました。 

3 連絡事項 

（1）給食センター運営審議会での審議結果を踏まえ、令和 8 年度の給食費は次のとおり

とする方向で議会へ提案されています。 

小学校：1食 320 円、中学校：1食 370 円 



また、国の給食費負担軽減施策により、本市においては小学校児童分：無償 

中学校生徒分：現行負担額（320 円）を継続とする方向で、現在議会に提案中です。 

正式決定後、令和 8 年 4月から実施予定となります。 

これに伴い、給食費の取り扱いや人員報告様式等について一部変更が生じる予定であり、

今後各校へ周知することとしています。 

（2）検食簿の電子化について 

業務効率化の観点から、令和 8 年度より検食簿を電子化（エクセル様式）し、配膳表・一

口メモと一緒に各校へデータで配布することとしました。 

運用方法の詳細については別途通知します。 

（3）除去食対応について 

現在対応中の除去食については継続対応とし、新規対象者が生じた場合は速やかな連絡を

依頼しました。 

（4）食育授業について 

本年度の実施状況を報告するとともに、次年度の実施方法については学校と連携しながら

引き続き検討していくこととしました。 

（5）今後について 

給食センターでは、今後も安全・安心で魅力ある学校給食の提供に努めてまいります。 

次回の給食協議会は 6 月下旬に開催予定です。 


